
 

 

 

 

 

 

下記のとおり受入れ希望者を募集します。 

記 

 募集期間 ： 2026 年６月１日 ～ 2031 年度末 （緊急治水対策プロ

ジェクトが終えるまで） 

 資格条件 ： 主な資格条件は以下のとおりです。 

  ・受入れ先が中野市内であること 

  ・砕石や土砂の販売を目的としていないこと 

  ・受入れ土量が１か所あたり 5,000 ㎥を超えること 

  ・大型ダンプトラック 10 トン車の土砂の搬入ができ 

る場所であること 

  ・搬入先が土砂災害の危険個所（※）に指定されてい 

ないこと（※2ページ参照） 

      ・土砂搬入までに、土砂の受入れに必要な関係法令の  

許可等の手続きを受入側において完了させること  

ができること 

 運搬条件 ： 国の実施範囲は受入れ地までの運搬、荷下ろしまで 

です。受入地整備に必要な擁壁、盛土転圧等は受入れ者 

の負担となります。 

申込方法 ： 指定の申込書を中野市都市建設課までご提出ください 

その他   ： 申込書を受理後、国土交通省へ書類を送付し、実施の 

可否について判断します 

 

 

 

 

 

搬入先が土砂災害の危険個所（※）に指定されていないこと 

信濃川水系緊急治水対策プロジェクトで 

発生する土砂の受け入れ先を募集しています 

連絡先：中野市建設水道部都市建設課監理係 

住所 〒383-8614 長野県中野市三好町一丁目 3番 19 号 

電話 0269-22-2111 内線 263 

mail : toshikensetsu@city.nagano-nakano.lg.jp 

 



 

・急傾斜地崩壊危険区域（急傾斜地法） 

・砂防指定地（砂防法） 

・地すべり防止区域（地すべり等防止法） 

・急傾斜地崩壊危険箇所 

・土石流危険区域 

・土石流危険渓流 

・地すべり危険箇所（土木） 

・地すべり危険地（農政） 

・山地災害危険地区（地すべり危険地区）（林務） 

・山地災害危険地区（山腹崩壊危険地区）（林務） 

・山地災害危険地区（崩壊土砂流出危険地区）（林務） 

・土砂災害警戒区域 

・土砂災害特別警戒区域 

 

長野県のホームページ信州くらしのマップから確認できます。 

URL：https://wwwgis.pref.nagano.lg.jp/pref-nagano/Portal 

http://wwwgis.pref.nagano.lg.jp/pref-nagano/Portal

